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新川町自治会 
 

 必ず読んだ印をつけてから次の方へ回して下さい。停車時間は短めに!! 

 

参加者募集 
 

 

 
 
 

＜イベント案内＞  
市のごみ対策課の方からお話をうかがいます 

家庭ごみ有料化説明会７月16日（土） 
会場/西川会館、時間/午後２時 ４時、講師/ごみ対策課 山中様 
市は今年 2 月に「東久留米市家庭ごみ有料化に向けた実施計画」を策定しました。 
この計画では、来年の７月１日より家庭ごみの有料化が開始され、 
全品目において戸別収集となります。 
有料化の対象となる家庭ごみは、次の４種類です。 

「燃やせるごみ」 
「燃やせないごみ」 
「容器包装プラスチック」 
「粗大ごみ」 

現在、有料化にともない資源用回収容器の変更およびボックスの撤去が進められています。 
また、有料化に先立ち、今年の 10 月からは戸建住宅の戸別回収が開始されます。 
日常生活で大切なごみ問題です。 
お隣近所お誘いあわせのうえ、是非ご参加ください。 
なお参加ご希望の方は、お申し込みをお願いいたします。 
 

お名前 お名前 お名前 
   
   
   
   
   
     

＜活動レポート＞  
とうとう作っちゃいました 

「新川町自治会ホームページ」 
http://shinkawa-cho.com 
自治会のイベントや自治会だよりを紹介しています。 
「新川町自治会」で検索してください。 
 
 

班長さんへのお願い 
7/8（金）までに説明会参加者を山岡幸子 042-477-6970 までご連絡ください。 
 

お問い合わせは 新川町自治会会長 西川保男（090‒1215‒1483）まで 
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新川町自治会 

 
s.yamaoka@shinkawa-cho.com

山岡幸子
















































































